
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  源泉所得税を納めすぎてしまった場合 

Ｑ：当社は従業員５人の製造販売会社です。

給与の源泉徴収は、納期の特例の適用を受け

年２回（７月と１月）納めていますが、先日

帳簿を整理していたところ、昨年７月分が納

め過ぎていたことが判明しました。還付を受

ける方法はありますか？ 

 

 Ａ：「源泉所得税の誤納額還付請求書」

に必要事項を記載し、必要書類を添付して納

税地の所轄税務署長に提出すれば還付を受け

ることができます。 

【解説】 

 国内において給与の支払をする者は、その

支払の際に所得税を源泉徴収し、原則として

その徴収月の翌月10日までに国に納付しなけ

ればなりませんが、給与の支払を受ける者が

常時10人に満たない小規模の事業所について

は、事前に一定の申請書を所轄税務署長に提

出し承認を受けることにより、半年分まとめ

て年２回（７月と12月）支払うことも認めら

れています。これを納期の特例といいます。 

 ご質問は、昨年７月に支払った源泉所得税

が計算誤りで納め過ぎていたということです

が、このような場合は「源泉所得税の誤納額

還付請求書」に、還付を受けようとする金額、

誤納額の計算内容、誤納が生じた理由などの

必要事項を記入し、昨年７月と今年１月の源

泉所得税の納付書の写し、源泉徴収簿、過誤

納となった所得税の計算明細などの必要書類

を添付して所轄税務署長に提出すれば還付を

受けることができます。  
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